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第３章 区域区分（線引き）の決定に関する方針 

 

１．区域区分の有無 

本区域については、近畿圏整備法に規定された既成都市区域及び近郊整備区域を含

むことから、都市計画法第 7 条第 1 項第 1 号ロに基づき、区域区分を定めます。 

 

２．区域区分の役割 

区域区分は、昭和 45 年の当初計画決定以降、8 回にわたる一斉見直しを経て現在に

至っています。この制度は、これまで無秩序な市街地の拡大を抑制し、計画的な市街

地整備に大きな役割を果たしてきました。 

今後についても、人口及び産業の動向及びそれに必要な都市的土地利用の需要の適

切な見通し等を勘案して、市街地の拡大・縮小について適切に判断していくことが重

要です。 

 

３．第９回区域区分変更の方針 

（１）第９回区域区分変更の基本方針 

大阪府が決定する区域区分の変更については、別途定める「第 9 回市街化区域及

び市街化調整区域の区域区分変更についての基本方針（令和 5 年 2 月）」に基づき実

施します。 

なお、堺市における区域区分は、同市が定める「第 9 回市街化区域及び市街化調

整区域の区域区分の変更に関する方針（令和 6 年 2 月）」に基づき、同市において実

施されます。 

 

（２）基本的な考え方 

○ 現行の市街化区域内における既成市街地の再整備や低未利用地の活用等により

土地の有効活用を図り、市街地の無秩序な拡大の抑制に努めることを基本としま

す。 

○ 市街化区域への編入については、市町村マスタープラン等に位置付けられ、か

つ、立地適正化計画を策定している市町村は立地適正化計画との整合が図られて

いる区域とします。 

○ 都市機能を集約する区域や交通ネットワークを活用した産業立地を促進する区

域において、必要最小限の区域で市街化調整区域から市街化区域への編入を進め

ます。 

○ 計画的な市街地の形成の見込みがない区域等を市街化調整区域へ編入するなど、

市街地規模の見直しも見据えながら、適正な区域区分の変更を行い、良好な市街地

を形成・維持します。 

○ 市街化区域への編入にあたっては、土地利用の不可逆性や自然的環境の保全等

に配慮し、農林漁業との調和を図りつつ、「みどりの大阪推進計画」で示された緑

化の目標を確保するなど、緑地の保全や景観に配慮した土地利用を図るものとし

ます。 

○ 災害に強い都市づくりに向け、市街化調整区域における災害のリスクが高い区
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域については、新たな市街地が形成されないよう、原則として市街化区域への編入

は行いません。 

○ 都市農地については、食料等の安定供給、災害時における活用、地球温暖化の防

止、生物多様性の確保、良好な景観形成、府民のレクレーション利用の場等、都市

における貴重な緑地として、多面的機能の発揮を図るよう適正な保全に努めます。 

 

（３）市街化区域への編入を検討する区域 

・新市街地  ：市町村マスタープラン等に位置付けられた「鉄道駅、市役所・町村役

場等地域の生活拠点からの徒歩圏の区域（以下、「生活拠点からの徒

歩圏の区域」という。）」又は「主要な幹線道路（４車線以上を基本と

する）沿道の区域（以下、「主要な幹線道路沿道の区域」という。）」

（ただし、住宅系土地利用は、「生活拠点からの徒歩圏の区域」に限

る）で、現行の市街化区域と一体の市街地形成が図られ、計画的な土

地利用を誘導し、新たに市街地の形成を図るべき区域 

・既成市街地 ：「生活拠点からの徒歩圏の区域」又は「主要な幹線道路沿道の区域」

（ただし、住宅系土地利用が図られている場合は、「生活拠点からの

徒歩圏の区域」かつ一定の人口密度以上の区域に限る）で、現行の市

街化区域と一体の市街地形成が図られ、より良好な市街地の形成及

び保全を図っていくべき区域（原則として建物の建っていない区域、

新たな土地利用の更新がない区域は除く） 

・飛地   ：おおむね 50ha 以上である一団の土地の区域であって、計画的な市街

地の形成が確実に図られる区域として「新市街地」に掲げる区域（た

だし、現行の市街化区域と一体であることを除く） 

ただし、インターチェンジ等と一体となって計画的に整備される工

業等の適地などにあっては、20ha 以上を目途とした一団の土地の区

域 

・埋立地  ：公有水面埋立法に基づく埋立免許によって、事業実施中又は完了して

いる区域 

 

（４）市街化調整区域への編入を検討する区域 

・開発又は建築行為がほとんど行われておらず、計画的な市街地整備の見込みがな

い区域 

・溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生の恐れがあるなど、災害リスクの高

い区域 

 

（５）区域区分の境界の設定方法 

区域区分の境界は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、崖その他の地形

地物等、土地の周囲を明示するのに適当なものにより定めます。 

既定の区域区分境界が、道路、河川等の新設・改良により不明確になった場合や区

域区分境界としていた行政界に変更があった場合等は、境界の見直しを行います。 
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（６）目標年次における市街化区域の規模 

本区域における人口、世帯数及び産業の見通しと市街化の現況及び動向から、目標

年次における市街化区域の規模を想定し、区域区分の変更を行います。 

①目標年次におけるおおむねの人口及び産業の規模 

・目標年次におけるおおむねの人口 

 

      年 次 

 区 分 

令和 2 年 

（実績） 

令和 12 年 

（目標年次） 

都市計画区域内人口 2,303.0 千人 2,117.0 千人 

市街化区域内人口 2,152.8 千人 1,963.5 千人 

注）目標年次における数値は、日本の地域別将来推計人口（2023 年推計）（国立社会保障・人口問

題研究所）を踏まえ、大阪府大阪都市計画局計画推進室計画調整課において、都市計画区域ご

とに算出したもの。 

注）目標年次における市街化区域内人口は、市街化区域への編入を保留する人口を含まない。 

 

・目標年次における産業の規模 

 

      年 次 

 区 分 

令和 2 年 

（実績） 

令和 12 年 

（目標年次） 

製造品出荷額等 57,146 億円 69,478 億円 

注）目標年次における数値は、工業統計調査（経済産業省）をもとに算出したもの。 

 

②目標年次における市街化区域の規模 

本区域の市街化区域の規模を次のとおりとする。 

 

     年 次 

 区 分 

令和 2 年 

（実績） 

令和 12 年 

（目標年次） 

市街化区域面積 35,324 ha 35,464 ha 

注）目標年次における市街化区域面積は、市街化区域への編入を保留する面積を含まない。 

 

４．市街化区域への随時編入 

（１）市街化区域への編入を保留する制度の活用 

第 9 回区域区分変更時に市街化区域へ編入する必要性・見通しが認められるもの

の、その時点で事業実施の確実性の不足等の理由により、市街化区域への編入の条件

を満たしていない区域のうち、計画的な事業の実施がおおむね 5 年以内に実施され

る見込みがあると認められる区域については、市街化区域への編入を保留する区域

とします。 

 

（２）制度の活用に関する留意事項 

随時市街化区域へ編入できる区域は、保留区域に限るものとし、保留区域は区域区
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分の一斉見直し時にあわせて見直します。 

保留フレームの設定は、計画的な事業の実施が前提であり、事業の実施の見通しに

ついては、厳格に判断を行います。 

 

（３）保留区域 

保留区域は、以下に示す地区とします。 

 

  

 

N

市街化区域

市街化調整区域

泉佐野市

泉南市

田尻町

阪南市

岬町

熊取町 貝塚市

岸和田市

忠岡町
泉大津市

高石市

和泉市

堺市

大阪狭山市

河内長野市

富田林市

千早赤阪村

河南町

太子町

羽曳野市

松原市
藤井寺市

関西国際空港２期島地区
（泉佐野市・田尻町・泉南市）

岸之浦地区
（岸和田市）

和泉橋本駅山側地区
（貝塚市）

光明地区
（岸和田市）

和泉中央駅周辺地区
（和泉市）

草尾・西野地区
（堺市）

萩原天神駅周辺地区
（堺市）

白鷺駅周辺地区
（堺市）

新堂地区
（松原市）

別所・松ヶ丘地区
（松原市）

若林・小川地区
（松原市）

丹南地区
（松原市）


